
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
総
務
学
事
課
）

一

告

示

�
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
七
百
十
六
号
（
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
規
定
す
る
実

施
機
関
が
定
め
る
法
人
）
の
一
部
改
正

（
県
民
参
画
課
）

二

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号
（
香
川
県
情
報
公
開
条
例
の
実
施
機
関
が
定

め
る
法
人
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

三

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（
障
害
福
祉
課
）

四

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

公

告

�
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
行
政
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況

（
県
民
参
画
課
）

五

�
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

（

〃

）

�
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

（
税

務

課
）

七

�
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施

（
計
量
検
定
所
）

�
肥
料
の
登
録

（
農
業
経
営
課
）

八

�
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
四
件
）

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出

（

〃

）

一
〇

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了

（

〃

）

一
一

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
四
件
）

（
農
村
整
備
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
建

築

課
）

一
二

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

議
会
公
告

�
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況

一
三

人
事
委
員
会
規
則

�
職
員
の
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
一
号

香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
駐
車
場
規
則
（
平
成
五
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
駐
車
場
」
を
「
、
香
川
県
番
町
地
下
駐
車
場
」
に
、
「
又
は
駐
車
場
」

を
「
又
は
香
川
県
番
町
地
下
駐
車
場
」
に
改
め
、
「
（
香
川
県
玉
藻
町
駐
車
場
に
あ
っ
て
は
、
午
後
十
一

時
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
項
」
に
、
「
駐
車
場
に
入
場
し
、
若
し
く

は
駐
車
場
か
ら
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
時

間
を
変
更
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
業
務
」
を
「
業
務
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

駐
車
場
の
管
理
を
指
定
管
理
者
が
行
う
と
き
は
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び

次
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

別
表
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

使
用
料

イ

香
川
県
番
町
地
下
駐
車
場

第４２号

平 成１６年

５月２８日（金曜日）

規

則

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

○

○

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

一



備
考

香
川
県
番
町
地
下
駐
車
場
を
利
用
す
る
時
間
が
午
後
十
時
後
の
時
間
に
至
る
場
合
は
、

午
後
九
時
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
の
間
に
お
け
る
利
用
に
係
る
使
用
料
は
、

一
台
に
つ
き
千
三
百
円
と
す
る
。

ロ

香
川
県
玉
藻
町
駐
車
場

備
考

香
川
県
玉
藻
町
駐
車
場
を
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
利
用
時
間
に
お
い
て
三
時
間
を
超

え
て
利
用
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
に
係
る
使
用
料
は
、
一
台
に
つ
き
五
百
円
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
施
行
日
に
か
け
て
香
川
県
玉

藻
町
駐
車
場
を
利
用
す
る
者
の
当
該
利
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
号

平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
七
百
十
六
号
（
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
規
定
す
る
実
施
機
関
が
定

め
る
法
人
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二
を
削
り
、
三
を
二
と
し
、
四
か
ら
二
十
二
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
一
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号
（
香
川
県
情
報
公
開
条
例
の
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「
財
団
法
人
香
川
県
駐
車
場
管
理
財
団
」
を
削
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
二
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

単

位

使
用
料
の
額

一
台
に
つ
き
三
十
分
ま
で
ご
と

百
三
十
円

利
用
時
間

単

位

使
用
料
の
額

一

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十

一
時
ま
で

一
台
に
つ
き
三
十
分
ま
で
ご
と

百
三
十
円

二

午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
の
午
前

七
時
三
十
分
ま
で

一
台
に
つ
き
六
十
分
ま
で
ご
と

百
三
十
円

告

示
指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃〃〃

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

〃〃

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス

〃〃

雑
誌
コ
ー
ド

０８５１３
－
０６

１４０７７
－
６

１４００３
－
６

０２３９３
－
６

１８１８６
－
６

１８１８５
－
６

１８４２１
－
６

０３７９８
－
０６

０３７９７
－
０６

０６６３５
－
０６

図
書

名

M
eruFre!

B
O
M
B
ER

N
U
M
B
ER．０３７

６
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト

M
AG
AZIN

E
Special
N
O
．１３１

６
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

Ｅ
N
o．２４１

６
月
号

ガ
ツ
ン
！

N
o．７６
６
月
号

TH
E
パ
ワ
フ
ル

VO
L．１４

別
冊
G
O
N
！

６
／
１
増
刊

別
冊
G
O
N
！

通
巻
３７
号

６
月
号

漫
画
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

’０４
６
月
号

衝
撃
王

Vol．３
G
O
K
U
H
６
月
号
増
刊
号

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

N
o．１５５
６
月
号

D
r．ピ
カ
ソ

N
o．１１１
６
月
号

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃〃

指
定

年
月
日

平成十六年五月二十一日

指
定

番
号

８１８２８３８４８５８６８７８８８９９０

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

�
ダ
イ
ア
プ

レ
ス

�
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

英
知
出
版
�

�
ぶ
ん
か
社

�
オ
ー
ク
ラ

出
版

�
メ
デ
ィ
ア

ッ
ク
ス

鉄
人
社

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

�
サ
ン
出
版

�
晋
遊
舎

�
日
本
出
版

社

０７５３７
－
０６

１１８０４
－
０６

１６４８７
－
６

１３７０１
－
６

１３８０３
－
０６

０７４８３
－
０６

０１８０５
－
６

０８０２３
－
６

０６７７７
－
０６

６７６２５
－
１９

１８４６５
－
０６

B
AC
H
ELO
R

６
月
号

C
eLeb

girls
vol．０１２

ウ
ォ
ー
Ｂ
組
６
月
号
増
刊

デ
ラ
べ
っ
ぴ
ん

N
ｏ
．２２３

６
月
号

コ
ミ
ッ
ク

ま
ぁ
る
ま
ん６
月
号

コ
ミ
ッ
ク

AQ
U
A

６
月
号

パ
ソ
コ
ン

パ
ラ
ダ
イ
ス

Vol．１４５
６
月
号

裏
モ
ノ
JAPAN

６
月
号

別
冊
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ

６
月
号

D
on’t！

６
月
号

Ｔ
Ｖ
驚
愕
映
像
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

VO
L．４

ミ
ニ
ス
カ
大
図
鑑

６
月
号

〃〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌〃雑
誌〃〃〃〃〃

９１９２９３９４９５９６９７９８９９

１００

１０１

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
四
六

屋
島
や
す
ら
ぎ

高
松
市
屋
島
東
町
一
四
一

四
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
屋

島
や
す
ら
ぎ

理
事
長

平
畑
千
重
子

高
松
市
屋
島
東
町
一
四
一

四
番
地

平
成
十
六
年

五
月
十
五
日

通
所
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
五
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

春
い
ち
ば
ん

高
松
市
円
座
町
一
三
〇
〇

番
地
二

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ

フ
愛

代
表
取
締
役

赤
澤
浩
子

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一

番
地

〃

〃

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
七
九

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
春
風
荘

高
松
市
円
座
町
一
三
〇
〇

番
地
二

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ

フ
愛

代
表
取
締
役

赤
澤
浩
子

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一

番
地

〃

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
八
七

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
菜
の
花

高
松
市
飯
田
町
一
〇
四
番

地
一

有
限
会
社
菜
の
花

代
表
取
締
役

尾
路
豊
暢

高
松
市
飯
田
町
一
〇
四
番

地
一

〃

〃

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
九
五

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
こ
も

れ
び

高
松
市
前
田
西
町
一
七
番

地
一

ラ
フ
ィ
ネ
・
ヒ
ロ

一
Ｆ

有
限
会
社
ミ
キ
エ
ダ
学
館

代
表
取
締
役

江
口
誠

高
松
市
前
田
西
町
一
七
番

地
一

ラ
フ
ィ
ネ
・
ヒ
ロ

一
Ｆ

〃

訪
問
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
一
〇
三

高
松
さ
ん
さ
ん
荘
老
人
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

高
松
市
西
植
田
町
四
二
一

二
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
燦
々
会

理
事
長

小
比
賀
剛
一

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
内

原
一
〇
〇
三
番
地
一

〃

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
一
五

〇
〇
八
一
〇

特
定
非
営
利
活
動
法
人
転

倒
予
防
を
考
え
る
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
転

倒
予
防
を
考
え
る
会

〃

福
祉
用
具

貸
与

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

六
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

岡
田
善
通
寺
線
（
四
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
号

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
西
二

〇
〇
一
番
地
一
九

理
事
長

平
野
祐
一

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
西
二

〇
〇
一
番
地
一
九

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
〇
八
一

一
四

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
な
か

さ
ぬ
き
市
多
和
中
山

上
九
一
番
地
二
二

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
な
か

高
松
市
十
川
西
町
六

八
六
番
地
一
〇

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一

日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
〇
八
一

一
三

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
な
か

さ
ぬ
き
市
多
和
中
山

上
九
一
番
地
二
二

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
な
か

高
松
市
十
川
西
町
六

八
六
番
地
一
〇

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一

日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
〇
八
一

一
二

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
な
か

さ
ぬ
き
市
多
和
中
山

上
九
一
番
地
二
二

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
な
か

高
松
市
十
川
西
町
六

八
六
番
地
一
〇

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一

日

児
童
居
宅
介
護

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

善
通
寺
市
生
野
町
一
八
七
一
番
九
地
先
か
ら

善
通
寺
市
生
野
町
一
八
八
三
番
一
地
先
ま
で

一
三
・
二

〜
四
五
・
二

七
六

交
差
点
改
良

工
事
に
よ
る

自
転
車
歩
行

者
道
の
新
設

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

四



建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
三
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
字
楠
井
甲
三
五
五
一－

四
、
甲
三
五
五
二－

三
、
甲
三

五
五
二－

四
、
甲
三
五
五
三－

二
、
甲
三
五
五
四－

一
及
び
同
地
先
農
道
・
水

路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

九
五
・
六
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
一
号

香
川
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
香
川
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
行
政
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀
１

行
政
文
書
の
公
開
の
状
況

（単
位

件
）

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
二
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
一
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
同
条
例
の
施
行
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

公

告

０００００００００８

４２０５５００００１

２７７

８
，１３５

４０２１００００１７

３４２

３０００００００

２６９

５
，０２４

０００００１

２
，７６９ ３５０３４

００００１

２７７

８
，１４３ ４２０５５

００００１２９

１
，００３ １２０３

地
方
労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

公
安
委
員
会

警
察
本
部
長

合
計

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

左
の

内
訳

Ｃ

そ
の
他８０

対
象
行
政
文
書
数
（
決
定
内
容
別
）

Ｂ計

７
，４９４

２６６

非
公
開

２７５３４

一
部

公
開

４
，５７１

１８１

公
開

２
，６４８５１

Ａ（
Ｂ
＋
Ｃ
）

公
開
請
求

処
理
件
数

７
，５０２

２６６

公
開
請
求

件
数

９４１１７

実
施
機
関

知
事

教
育
委
員
会

裁
決
、
決
定
等
の
状
況

審
理
中

１６６

却
下１

棄
却３７

一
部
認
容３５

認
容１１

不
服
申
立
件
数

合
計

２５０

平
成
１４
年
度
以
前

１８９

平
成
１５
年
度６１

（
注
）
１

「
公
開
請
求
処
理
件
数
」
と
は
、
実
施
機
関
が
平
成
１５
年
度
の
公
開
請
求
に
係
る
文
書
を
特

定
し
、
決
定
を
し
た
文
書
数
を
い
う
。

２
「
非
公
開
」
に
は
、
不
存
在
に
よ
る
も
の
を
含
む
。

３
「
そ
の
他
」
と
は
、
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

２
不
服
申
立
て
の
状
況

�
平
成
１５
年
度
不
服
申
立
件
数

６１
件

�
不
服
申
立
て
の
処
理
状
況

（
単
位

件
）

（
注
）

「
平
成
１４
年
度
以
前
」
の
不
服
申
立
て
の
件
数
は
、
平
成
１４
年
度
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
不
服
申

立
て
の
う
ち
、
平
成
１５
年
度
以
降
の
審
査
に
関
す
る
も
の
の
件
数
で
あ
る
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

五



平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数

２
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

（単
位

件

）

登
録

事
務

数

８４４

１９６１２１１１４１４１０１０１０

１
，１２１

実
施

機
関

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

地
方
労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会計

調
査
中０００００００

却
下

１１０００００

一
部
開
示１２０００００

不
存
在１００００００

開
示４９９００３００

請
求
件
数５１１２００３００

実
施
機
関

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

地
方
労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

０００

００２

００３

００１

００６１

００６６

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

計

開
示
件
数

０３２２２６７３９７１２３６１４１０５２０１００

実
施
機
関

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

知
事

試
験

等
の

名
称

行
政
書
士
試
験

育
休
任
期
付
職
員
登
録
試
験

任
期
付
職
員
採
用
選
考
試
験

調
理
師
試
験

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

保
育
士
試
験

保
育
専
門
学
院
入
学
試
験

准
看
護
師
試
験

歯
科
技
工
士
試
験

保
健
医
療
大
学
一
般
入
学
試
験

医
療
短
期
大
学
一
般
入
学
試
験

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

薬
種
商
認
定
試
験
及
び
承
継
試
験

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験

職
業
訓
練
指
導
員
試
験

技
能
検
定
試
験

※
平
成
１４
年
度
中
の
未
処
理
案
件
の
処
理
を
含
む
た
め
、
請
求
件
数
と
決
定
件
数
は
一
致
し
な
い
。

３
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求

（
単
位

件
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

六



４
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（単
位

件
）

５
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（単
位

件

）
●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
三
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
特
定
計

量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

１

検
査
区
域

２０００

３
，４４７３１０１５３１１２１１６１１１

３
，８０５

知
事

知
事

知
事

知
事

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会

合
計

改
良
普
及
員
資
格
試
験

農
業
機
械
利
用
技
能
者
技
能
検
定
試
験

農
業
大
学
校
一
般
入
学
試
験

採
石
業
務
管
理
者
試
験

香
川
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜

香
川
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
入
学
者
選
抜

香
川
県
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験

香
川
県
立
高
松
北
中
学
校
入
学
者
選
抜

香
川
県
立
高
瀬
の
ぞ
み
が
丘
中
学
校
入
学
者
選
抜

職
員
等
採
用
上
級
試
験

職
員
等
採
用
中
級
試
験

職
員
等
採
用
初
級
試
験

警
察
官
Ａ
採
用
試
験

警
察
官
Ｂ
採
用
試
験

職
員
採
用
選
考
試
験

却
下

０

不
訂
正

０

訂
正

０

請
求
件
数０

実
施

機
関

知
事

取
下
げ

答
申

の
内

容

審
理
中

棄
却

一
部
認
容

認
容

不
服
申
立
て
件
数

処
理

状
況

処
理

中

０

処
理

済

０

是
正
の
申
出
の
件
数

０

０
０

０
０

０
１

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

取
消
し
の
年
月
日

北
四
国
総
業
株
式
会

社

有
馬

耕
一

高
松
市
常
磐
町
一
丁
目
三

－

一

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

※
平
成
１５
年
度
中
の
不
服
申
立
て
は
、
未
だ
諮
問
に
至
っ
て
い
な
い
。

６
是
正
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（
単
位

件
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

七



さ
ぬ
き
市
及
び
東
か
が
わ
市

２

検
査
期
日

平
成
十
六
年
七
月
五
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

３

検
査
場
所

当
該
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
五
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
を
登
録
し

た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市
飯

野
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
五
月
十
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
郡

亀
越
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

佐
々
木
�
男

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
上
一
二
一
二
番
地
第
二

平
成
一
六
、
三
、
二
九

〃

横
関

薫

〃

〃

〃

八
四
六
番
地
一

〃

〃

宮
武

勉

〃

〃

岡
田
西
一
〇
〇
九
番
地

〃

〃

清
田

正
明

〃

満
濃
町
大
字
吉
野
二
七
三
五
番
地
第
一

〃

〃

山
下

政
則

〃

〃

〃

二
六
七
五
番
地
第
三

〃

〃

矢
野

成
昭

〃

綾
歌
町
岡
田
上
九
九
八
番
地
第
二

〃

〃

小
谷

正
好

〃

〃

岡
田
下
二
五
一
番
地

〃

〃

�
井

紀
夫

〃

〃

岡
田
西
五
五
一
番
地
の
二

〃

〃

土
岐

勝
美

〃

〃

岡
田
東
一
三
三
〇
番
地

〃

〃

�
坂

勝
美

〃

〃

〃

一
六
七
二
番
地

〃

監

事

永
森

	
雄

〃

〃

岡
田
下
一
五
三
番
地
五

〃

〃

大
西

長
造

〃

〃

岡
田
西
一
〇
一
五
番
地

〃

〃



岡

良
信

〃

満
濃
町
大
字
吉
野
二
四
〇
〇
番
地
第
一

〃

〃

土
岐

泰
弘

〃

綾
歌
町
岡
田
東
一
九
七
五
番
地
五

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

山
下

政
則

綾
歌
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
二
六
七
五
番
地
第
三

平
成
一
六
、
三
、
三
〇

〃

大
谷

雅
昭

〃

〃

〃

二
五
二
三
番
地
第
二

〃

〃

横
関

薫

〃

綾
歌
町
岡
田
上
八
四
六
番
地
一

〃

〃

岩
�

勳

〃

〃

〃

五
五
四
番
地

〃

〃

佐
々
木
�
男

〃

〃

〃

一
二
一
二
番
地
第
二

〃

〃

小
谷

正
好

〃

〃

岡
田
下
二
五
一
番
地

〃

〃

平
尾

延
男

〃

〃

岡
田
西
八
九
六
番
地
一
二

〃

〃

�
井

紀
夫

〃

〃

〃

五
五
一
番
地
の
二

〃

〃

土
岐

勝
美

〃

〃

岡
田
東
一
三
三
〇
番
地

〃

〃

�
坂

勝
美

〃

〃

〃

一
六
七
二
番
地

〃

登

録

年
月
日

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

（
％
）

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及

び

住

所

平
成
十
六

年
五
月
十

七
日

香
川
県

第
七
三
八

号

干
魚
肥
料

粉
末

魚
類
粉
末

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

該
当
な
し

直
島
漁
業
協
同

組
合

香
川
郡
直
島
町

八
三
四
番
地
五

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

八



監

事



岡

良
信

〃

満
濃
町
大
字
吉
野
二
四
〇
〇
番
地
第
一

〃

〃

馬
淵

英
憲

〃

綾
歌
町
岡
田
下
一
五
五
番
地
一

〃

〃

澤
野

�
一

〃

〃

岡
田
西
一
一
〇
三
番
地

〃

〃

土
岐

泰
弘

〃

〃

岡
田
東
一
九
七
五
番
地
五

〃

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
蓮
池
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

青
木

正
明

丸
亀
市
中
府
町
二
丁
目
四
番
五
一
号

平
成
一
五
、
一
、
二
三

〃

福
本

忠
之

〃

〃

四
丁
目
一
番
六
号

平
成
一
六
、
三
、
三
一

〃

藤
田

義
之

〃

〃

〃

三
番
一
四
号

〃

〃

直
井

昭
夫

〃

〃

二
丁
目
六
番
三
五
号

〃

〃

丸
岡

儀
市

〃

津
森
町
四
九
番
地

〃

監

事

田
中

吉
昭

〃

〃

七
〇
番
地
三

〃

〃

多
田

孝
憲

〃

中
府
町
三
丁
目
六
番
三
七
号

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

田
村

元
良

丸
亀
市
中
府
町
一
丁
目
五
番
五
五
号

平
成
一
六
、
四
、
一

〃

福
本

忠
之

〃

〃

四
丁
目
一
番
六
号

〃

〃

藤
田

義
之

〃

〃

〃

三
番
一
四
号

〃

〃

田
村

実

〃

〃

二
丁
目
四
番
四
〇
号

〃

〃

丸
岡

儀
市

〃

津
森
町
四
九
番
地

〃

監

事

田
中

吉
昭

〃

〃

七
〇
番
地
三

〃

〃

多
田

孝
憲

〃

中
府
町
三
丁
目
六
番
三
七
号

〃

●
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

川
西
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

山
田

安
行

丸
亀
市
川
西
町
北
六
八
二
番
地

平
成
一
六
、
三
、
三
一

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

橋
村

久
和

丸
亀
市
川
西
町
北
五
九
七
番
地

平
成
一
六
、
四
、
一

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

土
器
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

富
家

優

丸
亀
市
土
器
町
西
二
丁
目
六
四
一
番
地

平
成
一
六
、
四
、
二
七

〃


畑

美
嗣

〃

〃

西
一
丁
目
三
九
三
番
地

〃

〃

田
羅
間
�
太

〃

〃

東
四
丁
目
七
二
四
番
地

〃

〃

山
野

弘

〃

〃

東
五
丁
目
四
八
五
番
地

〃

〃

稲
尾

章

〃

〃

東
六
丁
目
三
六
四
番
地

〃

〃

仁
尾
谷
�
一
郎
〃

〃

〃

一
二
一
番
地

〃

〃


木

照
夫

〃

〃

西
六
丁
目
二
〇
九
番
地

〃

〃

大
西

勝
弘

〃

〃

西
八
丁
目
四
二
九
番
地

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

九



〃

香
川

誼

〃

〃

東
二
丁
目
一
四
二
番
地

〃

〃

大
前

�

〃

〃

東
七
丁
目
二
四
九
番
地

〃

〃

竹
本

秋
男

〃

〃

〃

七
五
九
番
地

〃

〃

河
津

稔

〃

〃

東
九
丁
目
一
一
七
番
地

〃

〃

横
山

良
�

〃

〃

東
七
丁
目
八
二
八
番
地

〃

監

事

安
藤

千
秋

〃

〃

西
六
丁
目
一
四
番
地

〃

〃

大
西

光
男

〃

〃

西
二
丁
目
四
五
〇
番
地

〃

〃

小
林

良
雄

〃

〃

西
四
丁
目
六
〇
番
地

〃

〃

砂
古

實

〃

〃

東
四
丁
目
五
八
一
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

林

幸
雄

丸
亀
市
土
器
町
西
五
丁
目
五
一
九
番
地

平
成
一
六
、
四
、
二
八

〃

香
川

光
義

〃

〃

西
八
丁
目
三
七
三
番
地

〃

〃

富
家

優

〃

〃

西
二
丁
目
六
四
一
番
地

〃

〃


畑

美
嗣

〃

〃

西
一
丁
目
三
九
三
番
地

〃

〃

塩
田

�
男

〃

〃

東
二
丁
目
三
一
七
番
地

〃

〃

田
羅
間
�
太

〃

〃

東
四
丁
目
七
二
四
番
地

〃

〃

宮
本

久
男

〃

〃

東
五
丁
目
六
〇
九
番
地

〃

〃

稲
尾

章

〃

〃

東
六
丁
目
三
六
四
番
地

〃

〃

大
前

�

〃

〃

東
七
丁
目
二
四
九
番
地

〃

〃

春
瀬

満
彦

〃

〃

〃

二
一
九
番
地

〃

〃

仁
尾
谷
�
一
郎
〃

〃

東
六
丁
目
一
二
一
番
地

〃

〃

小
林

利
一

〃

〃

東
九
丁
目
七
〇
番
地

〃

〃

横
山

良
�

〃

〃

東
七
丁
目
八
二
八
番
地

〃

監

事


木

照
夫

〃

〃

西
六
丁
目
二
〇
九
番
地

〃

〃

大
西

光
男

〃

〃

西
二
丁
目
四
五
〇
番
地

〃

〃

小
林

良
雄

〃

〃

西
四
丁
目
六
〇
番
地

〃

〃

砂
古

實

〃

〃

東
四
丁
目
五
八
一
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
引
田
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

川
根

清
二

東
か
が
わ
市
引
田
二
一
〇
五
番
地
一

平
成
一
五
、
七
、
二
八

〃

六
車

眞
善

〃

〃

一
二
三
三
番
地

〃

〃

田
中

詮

〃

〃

一
三
四
五
番
地
一

〃

〃

田
中

辰
男

〃

〃

一
四
八
八
番
地
三
一

〃

〃

遠
藤

正
俊

〃

〃

三
五
〇
七
番
地

〃

〃

�
島
竹
治
郎

〃

小
海
二
二
二
四
番
地

〃

〃

六
車

忠
義

〃

〃

一
四
八
一
番
地
一

〃

〃

水
口

勝

〃

〃

一
二
五
五
番
地

〃

監

事

永
峰

肇

〃

引
田
二
九
四
四
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡

国
市
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

�
鍋

正
男

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
三
九
二
番
地

平
成
一
六
、
四
、
二
二

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

一
〇



●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
四
号

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
綾
歌
中
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
安
川
長
閑
地
区
外
四
）

計
画
を
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
飯
山
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
綾
歌
中
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
事
業
）
い
も
じ
原
地
区
）
計

画
を
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
飯
山
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
綾
歌
中
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
咲
屋
地
区
外
三
）
計

画
を
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
歌
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地
区
名

工
事
完
了
年
月
日

小
豆
郡
内
海
町
土

地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

灘
上
地
区

平
成
一
六
、
三
、
二
六

蛙
子
池
土
地
改
良

区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

岡
地
区

平
成
一
六
、
二
、
二
一

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

空
向
地
区

平
成
一
六
、
二
、
二
六

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

山
田
地
区

平
成
一
六
、
二
、
二
七

唐
櫃
浜
田
地
区
共

同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

唐
櫃
浜
田
地
区

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
〇

沖
の
島
地
区
共
同

施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

沖
の
島
地
区

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
一

馬
越
岡
地
区
共
同

施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

馬
越
岡
地
区

平
成
一
六
、
三
、
五

〃

踊
池

平
成
一
五
、

二
、
二
四

〃

ネ
バ
タ
池

平
成
一
六
、

三
、

八

県
営
中
山
間
地
域
総
合
農
地
防
災
事
業

下
麻

平
成
一
五
、

三
、
一
四

土

地

改

良

事

業

名

地
区
名

工
事
完
了
年
月
日

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

逆
瀬
池

平
成
一
六
、

三
、

四

〃

野
々
池
上
池

平
成
一
六
、

二
、

三

〃

黒
嶋
池

平
成
一
六
、

三
、
一
六

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

一
一



●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
綾
歌
中
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
小
津

森
池
地
区
）
計
画
を
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
歌
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
九
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
五
端
子
五
二
七－

二
の
一
部
、
五
二
八－

二
、
五
二
八－

四
、
五
二
八

－

五
、
五
二
九－

四
の
一
部
、
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
、
五
五
二－
一
、
五
五
二－

三
、
五
五
二－

四
の
一
部
及
び
五
五
二－

八

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
多
肥
下
町
三
五
番
地

株
式
会
社
ロ
ー
タ
リ
ー
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

増
元
浩
二

●
香
川
県
公
告
第
三
百
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
五
端
子
五
二
七－

二
の
一
部
、
五
二
八－

二
、
五
二
八－

四
、
五
二
八

－

五
、
五
二
九－

四
の
一
部
、
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
、
五
五
二－

一
、
五
五
二－

三
、
五
五
二－

四
の
一
部
及
び
五
五
二－

八

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
二
三
四
・
四
七
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
五
端
子
五
二
八－

二
の
一
部
、
五
二
八－

四
の
一
部
、
五
二
八－

五

の
一
部
、
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
、
五
五
二－

一
の
一
部
、
五
五
二－

三
の
一
部
及
び
五
五
二－

四
の
一
部

道
路
（
有
効
幅
員
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
二
八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
五
端
子
五
二
八－

二
の
一
部
、
五
二
九－

四
の
一
部
、
字
上
川
原
五

五
一
の
一
部
及
び
五
五
二－

三
の
一
部

２

公
園

公
園
（
面
積
二
一
二
・
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部

３

排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
二
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
五
端
子
五
二
八－

二
の
一
部
、
五
二
八－

四
の
一
部
、
五
二
八－

五

の
一
部
、
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
及
び
五
五
二－

一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
五
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
及
び
五
五
二－

一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
三
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部

排
水
敷
地
（
面
積
一
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部

管
水
路
（
直
径
四
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
七
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
、
五
五
二－

三
の
一
部
及
び
五
五
二－

八
の

一
部水

路
敷
地
（
面
積
二
八
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル
）

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
上
川
原
五
五
一
の
一
部
、
五
五
二－

三
の
一
部
及
び
五
五
二－

八
の

一
部

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

一
二



高
松
市
多
肥
下
町
三
五
番
地

株
式
会
社
ロ
ー
タ
リ
ー
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

増
元
浩
二

●
香
川
県
議
会
公
告
第
一
号

香
川
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
香
川
県
条
例
第
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
議
会
議
長

増

田

稔

１
公
文
書
の
公
開
の
状
況

（単
位

件

）

２
不
服
申
立
て
の
状
況

不
服
申
立
て
件
数

０
件

職
員
の
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

職
員
の
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
会
公
告

左
の

内
訳

Ｃ

そ
の
他

０

対
象
公
文
書
数
（
決
定
内
容
別
）

Ｂ計

１５４

非
公
開

０

一
部
公
開８５

公
開

６９

Ａ
（
Ｂ
＋
Ｃ
）

公
開
請
求
処
理
件
数

１５４

人
事
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

一
三
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平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

（
第
九
一
三
六
号
）

一
四


